
  65歳以上の年金受給者で、�
住民税を納税されている方に�
　　　お知らせです。�

　　平成２１年１０月以降に給付される公的年金から特別徴収が導入されます。

　　６５歳以上（４月１日現在）の公的年金受給者であって、個人住民税の納税義務のある方が対象
　　となります。
　　※　次の方は、特別徴収の対象になりません。
　　　　 ● 老齢基礎年金等の年額が１８万円未満の方
　　　　 ● 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
　　　　 ● １月２日以降に神崎町から転出した方
　　　　 ● 介護保険料が年金から引き落としされていない方

　　公的年金等の所得に係る住民税の所得割額と均等割額
　　※　給与所得などに係る所得割額は、別途徴収されます。

　　老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などの公的年金
　　※　障害者年金や遺族年金は対象となりません。

　○特別徴収を開始する年度（平成２１年度）

　　　　　  普　通　徴　収　　　　　　　　　  特　別　徴　収
６月 ８月 １０月 １２月 ２月
年税額の 年税額の 年税額の 年税額の 年税額の
１／４ １／４ １／６ １／６ １／６

　○２年目以降の徴収方法（平成２２年度～）

　　　　　　　　　　　　　　　　 　特　　別　　徴　　収
　　　　　　　　　仮　　徴　　収　　　　　　　　　　　　　本　　徴　　収

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

前年度 前年度 前年度 本年度 本年度 本年度
税額の 税額の 税額の 税額の 税額の 税額の
約１／６ 約１／６ 約１／６ 約１／６ 約１／６ 約１／６

　　　　　　
前年度２月分と同じ額を徴収

　　　　  本年度税額から仮徴収額を引いた残りの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  額を１／３ずつ徴収
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